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上
下
水
道
料
金
等
検
討
委
員
会
発
足

町
で
は
、
第
１
回
上
下
水
道
料
金
等
検

討
委
員
会
を
７
月
２
日
に
役
場
会
議
室
で

開
き
ま
し
た
。

同
委
員
会
は
、
町
長
の
諮
問
機
関
で
上

下
水
道
料
金
等
の
設
定
に
関
し
て
、
民
意

の
反
映
と
そ
の
決
定
経
過
の
透
明
性
を
確

保
す
る
た
め
発
足
。
会
議
は
原
則
的
に
公

開
制
を
採
用
し
、
検
討
事
項
も
広
報
等
で

情
報
公
開
す
る
も
の
で
す
。
斎
藤
町
長
か

ら
委
嘱
さ
れ
た
委
員
は
、
町
議
会
代
表
者

や
区
長
会
代
表
者
、
上
下
水
道
利
用
者
、

知
識
経
験
者
の
10
人
で
組
織
さ
れ
、
会
長

に
江
原
助
役
を
選
出
し
ま
し
た
。

利
用
者
な
ど
10
人
で
組
織

水
道
課
　
　
　
　  

内
線
３
７
１�

会
議
で
は
、
上
水
道
事
業
の
概
要
や
近

隣
市
町
の
下
水
道
受
益
者
負
担
金
・
下
水

道
使
用
料
な
ど
の
説
明
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

今
後
は
、
上
下
水
道
料
金
等
の
答
申
に
向

け
て
審
議
検
討
を
し
て
い
く
予
定
で
す
。

町
の
総
合
・
長
期
的
な
新
計
画
づ
く
り
に
着
手

新
め
い
わ
創
造
プ
ラ
ン
策
定
懇
談
会
設
立

新
め
い
わ
創
造
プ
ラ
ン
策
定
懇
談
会
設

立
会
議
が
７
月
19
日
、
中
央
公
民
館
で
開

か
れ
ま
し
た
。

同
プ
ラ
ン
は
、
町
の
第
５
次
総
合
計
画

お
よ
び
将
来
の
都
市
づ
く
り
の
指
針
と
な

る
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
一
体
的

に
策
定
す
る
計
画
で
、
平
成
17
年
度
か
ら

ス
タ
ー
ト
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
プ
ラ
ン

は
、
総
合
計
画
が
10
年
間
、
都
市
計
画
が

20
年
間
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。

会
議
で
は
公
募
委
員
を
は
じ
め
、
議
会

議
員
、
地
元
有
識
者
、
区
長
会
、
各
種
団

体
代
表
者
な
ど
51
人
が
斎
藤
町
長
か
ら
委

嘱
さ
れ
、
懇
談
会
の
会
長
に
江
原
助
役
を

選
出
し
ま
し
た
。

今
回
の
プ
ラ
ン
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、

多
く
の
町
民
の
か
た
お
よ
び
町
職
員
の
参

画
の
も
と
に
「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
方
式
」

を
導
入
し
、
自
分
た
ち
の
手
で
創
り
上
げ

た
と
実
感
の
も
て
る
計
画
づ
く
り
を
目
指

し
ま
す
。

今
後
、
懇
談
会
で
は
、
住
民
ア
ン
ケ
ー

企
画
課
　
　
内
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懇談会設立会議であいさつする斎藤町長

ト
調
査
を
反
映
し
な
が
ら
、
意

見
や
提
言
を
求
め
て
町
の
将
来

像
や
骨
子
な
ど
の
素
案
を
作
成

し
、
両
計
画
と
も
平
成
16
年
度

末
ま
で
に
策
定
し
て
い
く
計
画

で
す
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
は
…

従
来
型
の
会
議
の
欠
点
を
カ

バ
ー
し
、
参
加
の
楽
し
み
を
増

す
工
夫
に
よ
り
プ
ラ
ス
思
考
に

変
え
る
こ
と
を
出
発
点
と
し
て

運
営
す
る
も
の
で
す
。
遊
び
の

要
素
を
取
り
入
れ
た
創
造
行
為

と
合
意
形
成
が
特
徴
で
、
だ
れ

も
が
意
見
を
言
い
や
す
い
利
点

が
あ
り
ま
す
。

発足した町長の諮問機関の検討委員会

上
下
水
道
料
金
お
よ
び
下
水
道
事
業

の
受
益
者
負
担
金
の
検
討
に
つ
い
て

�
上
下
水
道
料
金
の
検
討

町
の
上
下
水
道
事
業
の
健
全
な
運
営

を
確
保
す
る
た
め
、
能
率
的
な
経
営
の

下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
を
基
礎
と

し
、
公
平
妥
当
な
上
水
道
料
金
お
よ
び

下
水
道
料
金
の
設
定
に
つ
い
て
検
討
い

た
だ
く
と
と
も
に
検
討
委
員
会
の
意
見

を
求
め
ま
す
。

�
公
共
下
水
道
の

受
益
者
負
担
金
の
検
討

町
で
は
、
下
水
道
が
整
備
さ
れ
下
水

道
の
恩
恵
を
受
け
る
人
々
に
下
水
道
施

設
建
設
費
の
一
部
を
負
担
し
て
い
た
だ

く
考
え
で
お
り
ま
す
が
、
受
益
者
負
担

金
の
賦
課
方
法
お
よ
び
単
位
当
た
り
受

益
者
負
担
金
の
算
定
に
あ
た
り
検
討
委

員
会
の
意
見
を
求
め
ま
す
。

諮
問
事
項
（
抜
粋
）


